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「労働安全衛生管理サポートガイド ココカラ」長野県教育委員会 令和５年２月策定



職場の労働環境改善等、健康経営の取組には、管理者のリーダーシップと教職員の当事者意
識による主体的取組が重要です。学校規模に関係なく、どの学校においても、職場環境改善
につながる話し合いの場、実質にこだわったチームでの取組がポイントです。

「教職員が元気な学校は 子どもたちも元気な学校」

労働安全衛生法では、教職員50人以上の学校には、安全衛生に関する事項を調査審議する機関
として「衛生委員会」の設置が義務付けられていますが、49人以下の学校においても、教職員
の意見を聴取する等、労働安全衛生活動の取組が求められています。

教職員50人未満の中小規模校においては、衛生委員会の設置は法律による義務では
ありませんが、労働安全衛生が重要であることは変わりません。労働者の健康管理、
メンタルヘルスへの配慮、作業環境改善、労働条件改善、労働災害の防止等はいず
れも安全で健康に働くうえで不可欠です。
時代の変化もあり、個々の労働への姿勢等も以前のように均一ではなく、それぞれ
の事情を踏まえたうえでの対応が必要であり、職員間の綿密な意思疎通が重要と
なってくると考えます。

産業医：春名先生

組織として、労働安全衛生に関する会議体を持つことが大切なことは理解しています
が、時間的余裕がない中、現実的に設定が困難です。工夫できることはありますか？

【ポイント】業務改善チームやその他の部会と組み合わせて、話し合いの場を設定・開催する
ことも一案です。

・併催可能な会議を模索しながら、開催日の確保につなげていくことも働き方改革の取組の一つ
になります。

・15分程度でも話し合いの場をもつことからスタートしてみてください。
・事務職員や養護教諭、栄養教諭などの1人職の方の意見を聞くことも大切なことです。

労働安全衛生について、継続的に話し合いの場を設けるとしても、何から始めればよ
いのでしょうか？

産業医の春名先生から、委員会の運営について、教員の働き方や
業務改善と合わせて進めていくことに後ろ盾をいただくとともに、
活性化の手立てとして年間スケジュールを作成してタイムリーな
テーマを取り上げていくことをご助言いただきました。
【R6.9.2 杉中ブログより】

運営委員会と合わせた形で衛生委員会を開催していました。参加
者には、管理職をはじめ、事務職員や養護教諭もおり、様々な視点
から労働安全衛生に関する議題について活発な意見交流がされてい
ました。【R6.11.21 教職員課ブログより】

【ポイント】
・健康障害の防止：教職員の健康障害を防ぐための取組を行う。
・健康の保持増進：教職員の健康を維持し、向上させるための活動を推進する。

【主な内容】
①勤務時間中の事故防止対策と勤務環境管理
②健康診断やストレスチェック等の結果に基づく教職員の健康管理
③教職員に対する安全衛生教育に関する計画の策定
④長時間労働による教職員の健康障害の防止対策

※これらは、大規模校において実施されている「衛生委員会」の目的・内容と同じです。

杉中学校
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①啓発

②調査
・報告

③審議

安全・健康に関する話題提供（安全衛生の理解促進）
（例）健康関連の話題提供、ストレス対処法、長時間労働と睡眠の質の低下、生活習慣病予防、

疲れをためない働き方、アンガーマネジメント、各種リーフレットの確認等

資料や各種調査データを基にした議論（現状と課題等の共有）

（例）ストレスチェック集団分析結果・在校等時間の集計結果・学校内の巡視結果・教職員の
公務災害事例等の共有（※個人情報の取扱いは要注意）

調査・報告に基づいた課題の整理、対策の検討（多様な職員で編成するチーム内対話）

（例）調査等の分析結果を基にした見直し、長時間労働改善のためにできること、設備や
仕組みで災害を防止する工夫、風通しのよい職場づくりのポイント等

【年間取組スケジュール例】

↑既に取り組んでいるもの、無理なく導入可能なものがたくさんあります。
まずは各校の取組資料を見てみましょう。

蹉跎中学校

菅原東小学校

ストレスチェックの集団分析結果を確認・分析、職場調査アンケートの結
果の共有、今後の衛生委員会の進め方の確認。
ストレスチェックでは自校の強みや課題の確認、全国平均・男女比較等を

する中で、現在の取組の成果や今後の取組検討を行いました。
【R6.12.10開催の衛生委員会】

管理職・首席・養護教諭を中心に、必要に応じてすぐに開催。参加者振り
返り「大切なのは居心地よく過ごせる職場とは何なのかを考えること」
「I→WEに意識を変えて、皆で取り組む姿勢を大切にした職場環境をめざす」
【令和５年度取組報告書より】

話し合いの際は、以下の３つの視点を柱にしましょう。
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菅原東小：休憩時間の取組（読書交流・
ヨガ・茶話会など）

伊加賀小：
環境整備
（高い棚の廃棄・
物品整理）

枚方市内の小中学校における取組事例の紹介

教職員が教育活動に専念できる職場環境づくりを推進していくことは、すべての学校における共通
目標です。教育の質の向上につなげることをめざし、働く人の心身の健康度を高めましょう。まずは
できることから！

楠葉西中校区：中学校区で
メンタルヘルス対策の合同
研修を開催

明倫小：業務改善推進委員会の
メンバーに養護教諭。
メンタルヘルスを話題に

山田中：リラックスできる環境づくり
公務災害対策＆採光

田口山小：休憩室確保
蹉跎小：職員一人ひとりの
「幸せな働き方」を共有

津田小：勤務時間分析を職員に
示し、業務量等を平準化

中宮小：ストレス
チェク結果の分析

「学校」という職場を、教職員が健康に安心して働ける場所に

西牧野小：臨床心理士を
招いての研修

禁野小：スマイルアン
ケートの実施

長尾西中：業務改善
アンケートの実施


